
第一八三回 

閣第四三号 

   旅券法の一部を改正する法律案 

 旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）の一部を次のように改正する。 

 第五条第一項中「指定する地域」の下に「（第三項及び第四項において「指定地域」と

いう。）」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「対し一般旅券を発行す

るとき」の下に「（第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。）」を加

え、同条第三項中「第一項の外務大臣が指定する地域」を「指定地域」に、「同項第二

号」を「第一項第二号」に改め、同条に次の二項を加える。 

４ 前三項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第十条第一項の規定に基づき第

三条の規定による発給の申請をする者が当該申請に当たつて返納した一般旅券（以下こ

の条及び第十四条において「返納旅券」という。）の名義人の氏名その他外務省令で定

める事項に変更を生じた者であつて、有効期間を当該返納旅券の残存有効期間と同一と

する一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して当該申請をす

るもの（第十四条において「記載事項変更旅券申請者」という。）である場合には、そ

の有効期間及び種類が当該返納旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であ

つて、当該返納旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先とし

て記載したものを発行する。 

 一 次号及び第三号に掲げる返納旅券以外の返納旅券 指定地域以外の全ての地域 

 二 第二項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した返納旅

券 当該返納旅券に渡航先として記載されていた地域と同一の地域（指定地域を除

く。） 

 三 前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した返納旅券 渡航

先として個別に特定して記載する地域（当該返納旅券に渡航先として記載されていた

指定地域を含み、当該返納旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除

く。） 

５ 外務大臣又は領事官は、限定発行の事由があるときは、前項第一号又は第二号に掲げ

る返納旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、渡航先を個別に特定し

て記載し、又は有効期間を当該返納旅券の残存有効期間未満とすることができるものと

し、同項第三号に掲げる返納旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、

有効期間を当該返納旅券の残存有効期間未満とすることができる。 

 第九条第一項中「第五条第二項又は第三項」を「第五条第二項から第五項まで」に改め

る。 

 第十条の見出し中「発給又は訂正」を「取扱い」に改め、同条第一項ただし書及び各号

を削り、同条第三項中「発行し、又はその提出を求めて当該記載事項を訂正する」を「発

行する」に改め、同条第四項中「第三条第一項ただし書及び第四項の規定は第一項ただし



書の申請について、」及び「当該申請に係る一般旅券及び」を削り、「発行され又は訂正

された」を「発行された」に改める。 

 第十四条中「第五条第二項」の下に「若しくは第五項」を加え、「、五年」を「五年、

記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間」に改める。 

 第十九条第一項第三号中「、記載事項の訂正」を削る。 

 第二十条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第二

項及び第三項中「第六号」を「第五号」に改め、同条第五項中「記載事項の訂正又は」を

削る。 

 第二十一条の三中「第十条第一項ただし書及び第四項」を「第十条第四項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

 （経過措置） 

第二条 この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分につい

ては、なお従前の例による。 

第三条 改正後の旅券法第二十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関す

る申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 

 （罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

 （地方自治法の一部改正） 

第五条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）の項中「第十条第一項ただし書

及び第四項」を「第十条第四項」に改める。 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第六条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一の四十一の項及び別表第五第六号中「、同法第十条第一項の記載事項の訂

正」を削る。 

 （行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正） 

第七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五

十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）の項中「、第十条第一項ただし書

（都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。）」を削る。 



 （東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律の一部改正） 

第八条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律（平成二十三年

法律第六十四号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第二項中「有効期間とするもの」の下に「（当該一般旅券（以下この項におい

て「五年特例旅券」という。）の発給を受けた被災者に対して同法第五条第四項の規定

により発行された一般旅券であってその有効期間満了の日が当該五年特例旅券と同一で

あるものを含む。以下この項において「特例旅券」という。）」を加え、「一般旅券

の」を「特例旅券の」に改める。 



     理 由 

 旅券に関する国際民間航空機関の国際標準を踏まえ、旅券の名義人の氏名等に変更を生

じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、当該旅券を返納させて有効期間を当

該旅券の残存有効期間と同一とする新たな旅券を発給できるようにする必要がある。これ

が、この法律案を提出する理由である。 


